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大気汚染が知らず知らずのうちに人々の健

康を害していくように、ファシズムの波が密

かに日本を覆っているような不気味さを感じ

ています。戦前、日本がファシズム、軍国主

義政策をとって侵略戦争を押し進め、国の内

外に多大の惨禍をもたらし、数千万におよぶ

一般の善良な市民を殺戮した、という歴史的

事実を認めようとしない風潮がますます強ま

っているように思えます。

非理性的な言動で大衆をマインドコントロ

ールして非論理的な政策を押し進めるという

のが、ファシズム思想の本質ですが、先の選

全農林労働組合
筑波地方本部の取り組み

全農林筑波地本は、当会からのアピールへ

の賛同署名等の呼びかけに応じて、各分会へ、

この運動の取り組みを要請しました。

挙はまさにその典型のようでした。一般のテレ

ビ新聞に属するジャーナリストだけでなく、多

くの学者・知識人も時の権力に迎合的な態度を

とっていて、物事の本質を真面目に

考えないように思われます。

殆どの政党が、大政翼賛会に走り、あたかも

侵略戦争が国民の総意であるかのように、ごり

押しされた過去の誤りを繰り返させるわけには

行きません。そのためにも、今や憲法９条を守

る運動が緊急であり、ますます重要性が増して

いると思います。

筑波地本は「２００５年度筑波地本活動方

針」憲法をめぐる情勢のなかで、①日本国憲

法の持つ恒久平和、基本的人権の尊重、主権

在民の原則を遵守し、憲法の改悪に反対。②

憲法改悪のための国民投票法の成立に反対。

③、④略などのたたかいの目標をかかげてお
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－憲法９条にかける想い－
上原 満（元金属材料研究所）

「筑波の研究所・大学９条の会」講演と対話のつどい

－ 科学者にとっての憲法９条を考える－

日 時 ４月２３日（日） 午後１時３０分～４時３０分

場 所 大穂公民館・視聴覚室（つくば市筑穂１－１０－４）

電話 ０２９－８６４－３１１１

演 題 科学者と憲法９条の価値

講 師 河 井 智 康 氏（元東北区水産研究所部長、海洋サイエンティスト）

講演の後、参加者による「憲法９条にかける想い」の意見交流を計画しています。
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り、これに基づいて「憲法９条改正反対」の

立場で取り組んでいます。

各分会に要請した事項は、①当会からのア

ピール賛同署名を組合員に配布、紹介してい

ただいて、賛同者を募っていただくこと。②

当会からの呼びかけに応えて、カンパへの協

事務局だより

○現在、「会」はアピール賛同署名、４月の

講演会に向けて１回／月のペースで世話人

会を開催しています。講演会４月23日に決

まりましたが、アピール賛同署名への動き

は鈍く、２月中には（独）研究機関労組や

民間研究所等へ賛同署名や講演会開催のチ

ラシを持ってお願いにあがろうと計画をた

てている段階です。

○メールアドレスを登録されている会員の方

には、ニュース等をメールによってご連絡

出来るよう準備しているところです。また、

ニュースへの投稿やご意見等にもご利用く

ださい。

力要請。③各分会はアピール賛同者に呼びか

けて、各職場で「○○職場９条の会」（仮

称）の立ち上げに向けての援助。

現在、担当者のところで第一次集約を行っ

ているとのことです。

○賛同を勧めたい方（「筑波研究学園都市研

究所・大学関係」の研究者、職員、元職員を

含む）を紹介してください。事務局から「賛

同のお願い」を直接お送りします。

○事務局強化のため、堀田博之さん（全農林

筑波地本）に加わっていただきました。

○会へのお問い合せは

・305-0023 つくば市上の室1829-1 茅野徳治、

電話・Fax：029-857-6593
・e-mail：岡田安正

yaokada＠mti.biglobe.ne.jp
：堀田博之

zkodaly＠nifty.com

「筑波研究学園都市研究所・大学関係９条の会」

申し合わせ事項
（名 称）

第１条 本会は「筑波研究学園都市研究所・大学関係９条の会」（以下、単に「会」

という）といいます。

（目 的）

第２条 この「会」は、憲法９条を守るという一点で力をあわせ、筑波研究学園

都市研究所・大学に関係する人に向けた平和のアピールを作成し、 賛同

署名に取り組み、講演会や集会を行い、憲法９条を守る世論を広めます。

そのため職場の「９条の会」などの組織化に協力します。

（所在地）

第３条 この「会」の事務局を茨城県つくば市上の室１８２９－１茅野徳治宅に

置きます。

（構 成）

第４条 この「会」は目的に賛同する筑波研究学園都市研究所・大学に関係する

個人で構成し、９条を守る諸団体との共同を広げます。

（役 員）

第５条 この「会」に、代表、および、世話人若干名を置きます。

注）総会での意見を参考に修正、追加（アンダーラインの部分）しました。


